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(57)【要約】
　個体を撮影して生成された映像内における個体のサイ
ズを利用して映像のサイズを変換し、サイズの変換され
た映像を保存する映像処理方法が開示される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像処理装置で行う映像処理方法において、
　個体を撮影して生成された映像内における前記個体のサイズを利用して前記映像のサイ
ズを変換する段階と、
　前記サイズの変換された映像を保存する段階と、を含むことを特徴とする映像処理方法
。
【請求項２】
　前記映像のサイズを変換する段階は、前記映像のサイズを原映像のサイズより縮める段
階を含むことを特徴とする請求項１に記載の映像処理方法。
【請求項３】
　前記映像のサイズを変換する段階は、
　前記映像内の前記個体のサイズが個体の最小検出サイズになる時の映像のサイズを第１
サイズ値として求める段階を含むことを特徴とする請求項２に記載の映像処理方法。
【請求項４】
　前記個体の最小検出サイズは個体の類型別に定められており、
　前記映像内に類型の異なる個体が含まれている場合、
　所定類型の個体のサイズが最小検出サイズになる時の映像のサイズを前記個体類型別に
求める段階と、
　前記求められた映像のうち、最も大きい映像のサイズを前記第１サイズ値として求める
段階と、を含むことを特徴とする請求項３に記載の映像処理方法。
【請求項５】
　前記映像のサイズを変換する段階は、
　前記映像処理装置が基準解像度値によって映像を出力する時の映像の最大サイズである
第２サイズ値と前記第１サイズ値のうち、大きい値のサイズに前記映像のサイズを変換す
る段階を含むことを特徴とする請求項３に記載の映像処理方法。
【請求項６】
　映像のサイズを所定サイズに変換せよとの命令を受信する段階と、
　前記所定サイズが前記第１サイズ値より小さな場合、これを表示する情報を出力する段
階と、をさらに含むことを特徴とする請求項４に記載の映像処理方法。
【請求項７】
　映像のサイズを所定サイズに変換せよとの命令を受信する段階と、
　前記第１サイズ値及び前記第２サイズ値のうち大きい値より前記所定サイズが小さい場
合、これを表示する情報を出力する段階と、をさらに含むことを特徴とする請求項５に記
載の映像処理方法。
【請求項８】
　前記映像のサイズを変換する前、前記映像内の前記個体についての付加情報を生成する
段階と、
　前記映像のサイズが変換された後、前記変換された映像のサイズによって前記個体につ
いての付加情報を変換する段階と、をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の映像
処理方法。
【請求項９】
　前記個体についての付加情報は、映像における前記個体の位置及びサイズのうち一つ以
上を表す情報を含み、
　前記個体についての付加情報を変換する段階は、前記個体についての付加情報を、前記
サイズの変換された映像に含まれた個体の位置及びサイズのうち一つ以上を表す情報に変
換する段階を含むことを特徴とする請求項８に記載の映像処理方法。
【請求項１０】
　前記映像処理装置は、個体に対して生成された映像を保存している映像保存装置と、通
信網を通じて通信するサーバであり、前記映像処理装置は、前記映像保存装置から前記映
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像を受信する段階をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の映像処理方法。
【請求項１１】
　個体を撮影して生成された映像内における前記個体のサイズを利用して前記映像のサイ
ズを変換する映像変換部と、
　前記サイズの変換された映像を保存する映像保存部と、を備えることを特徴とする映像
処理装置。
【請求項１２】
　前記映像変換部は、前記映像のサイズを原映像のサイズより縮めることを特徴とする請
求項１１に記載の映像処理装置。
【請求項１３】
　前記映像内の前記個体を分析する映像分析部をさらに備え、前記映像分析部は、前記映
像内の前記個体のサイズが個体の最小検出サイズになる時の映像のサイズを第１サイズ値
として求めることを特徴とする請求項１２に記載の映像処理装置。
【請求項１４】
　前記個体の最小検出サイズは個体の類型別に定められており、
　前記映像分析部は、前記映像内に類型の異なる個体が含まれている場合、所定類型の個
体のサイズが最小検出サイズになる時の映像のサイズを前記個体類型別に求め、前記求め
られた映像のうち最も大きい映像のサイズを前記第１サイズ値として求めることを特徴と
する請求項１３に記載の映像処理装置。
【請求項１５】
　前記映像を出力する出力部をさらに備え、
　前記映像変換部は、前記出力部が基準解像度値によって映像を出力する時の映像の最大
サイズである第２サイズ値と、前記第１サイズ値のうち大きい値のサイズに前記映像のサ
イズを変換し、
　前記出力部は、前記サイズの変換された映像を出力することを特徴とする請求項１３に
記載の映像処理装置。
【請求項１６】
　ユーザから映像のサイズを所定サイズに変換せよとの命令を受信するユーザーインター
フェースをさらに備え、
　前記出力部は、前記所定サイズが前記第１サイズ値より小さな場合、これを表示する情
報を出力することを特徴とする請求項１４に記載の映像処理装置。
【請求項１７】
　ユーザから映像のサイズを所定サイズに変換せよとの命令を受信するユーザーインター
フェースをさらに備え、
　前記出力部は、前記第１サイズ値及び前記第２サイズ値のうち大きい値より前記所定サ
イズが小さい場合、これを表示する情報を出力することを特徴とする請求項１５に記載の
映像処理装置。
【請求項１８】
　付加情報処理部をさらに備え、
　前記映像分析部は、前記映像内の前記個体についての付加情報を生成し、
　前記付加情報処理部は、前記映像のサイズが変換された後、前記変換された映像のサイ
ズによって前記個体についての付加情報を変換し、変換された付加情報を保存することを
特徴とする請求項１１に記載の映像処理装置。
【請求項１９】
　前記個体についての付加情報は、映像における前記個体の位置及びサイズのうち一つ以
上を表す情報を含み、
　前記付加情報処理部は、前記個体についての付加情報を、前記サイズの変換された映像
に含まれた個体の位置及びサイズのうち一つ以上を表す情報に変換することを特徴とする
請求項１８に記載の映像処理装置。
【請求項２０】
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　映像を保存する装置と情報を送受信する送受信モジュールと、
　前記映像内における個体のサイズを利用して、前記装置から受信された前記映像のサイ
ズを変換する映像変換モジュールと、
　前記サイズの変換された映像を保存する映像保存モジュールと、を備えるサーバ。
【請求項２１】
　通信網を通じて映像生成装置と通信するサーバで行う映像処理方法において、
　映像生成装置から映像を受信する段階と、
　前記受信された映像内における個体のサイズを利用して前記映像のサイズを変換する段
階と、
　前記サイズの変換された映像を保存する段階と、を含むことを特徴とする映像処理方法
。
【請求項２２】
　映像処理装置で行う映像処理方法において、
　個体を撮影して生成された映像内における前記個体のサイズを利用して前記映像のサイ
ズを変換する段階と、
　前記サイズの変換された映像を保存する段階と、を含むことを特徴とする映像処理方法
を実行するためのプログラムを保存したコンピュータで読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像処理方法及び装置に係り、さらに具体的には、映像内の個体のサイズを
利用して映像のサイズを変換する映像処理方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタル技術の発達につれて被写体を撮影する装置が広く普及している。被写体を撮影
して写真ファイルを生成する装置としては、カメラ、カムコーダ、カメラ付きＰＤＡ、Ｐ
ＭＰ、携帯電話、ナビゲーションなどがある。これらの写真ファイルは、伝統的な写真保
管方式の写真印画のために使われることもあるが、最近は電子額縁などのようにデジタル
機器を通じて出力されることもある。
【０００３】
　また撮影装置の機能が高性能化するにつれて、写真の解像度とファイルサイズも増大し
つつある。したがって、多くのイメージを保存するための十分な保存空間が要求されるが
、撮影装置内に備えられる保存空間はそのサイズが制限されるしかないため、イメージを
効率的に保存する方式が要求される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、個体の最小検出サイズを利用して映像のサイズを変換して保存させる映像処
理方法及び装置を提供するためのものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一側面によれば、個体を撮影して生成された映像内における前記個体のサイズ
を利用して前記映像のサイズを変換する段階と、前記サイズの変換された映像を保存する
段階と、を含む映像処理方法を提供できる。
【０００６】
　望ましい実施形態によれば、前記映像のサイズを変換する段階は、前記映像のサイズを
原映像のサイズより縮める段階を含む。また、前記映像のサイズを変換する段階は、前記
映像内の前記個体のサイズが個体の最小検出サイズになる時の映像のサイズを第１サイズ
値として求める段階を含む。
【０００７】
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　また、前記個体の最小検出サイズは個体の類型別に定められており、前記映像のサイズ
を変換する段階は、前記映像内に類型の異なる個体が含まれている場合、所定類型の個体
のサイズが最小検出サイズになる時の映像のサイズを前記個体類型別に求める段階と、前
記求められた映像のうち、最も大きい映像のサイズを前記第１サイズ値として求める段階
と、を含む。
【０００８】
　また、前記映像のサイズを変換する段階は、前記映像処理装置が基準解像度値によって
映像を出力する時の映像の最大サイズである第２サイズ値と前記第１サイズ値のうち、大
きい値のサイズに前記映像のサイズを変換する段階を含む。
【０００９】
　また、前記方法は、映像のサイズを所定サイズに変換せよとの命令を受信する段階と、
前記所定サイズが前記第１サイズ値より小さな場合、これを表示する情報を出力する段階
と、をさらに含む。また、前記方法は、映像のサイズを所定サイズに変換せよとの命令を
受信する段階と、前記第１サイズ値及び前記第２サイズ値のうち大きい値より前記所定サ
イズが小さい場合、これを表示する情報を出力する段階と、をさらに含む。
【００１０】
　また、前記映像のサイズを変換する前、前記映像内の前記個体についての付加情報を生
成する段階と、前記映像のサイズが変換された後、前記変換された映像のサイズによって
前記個体についての付加情報を変換する段階と、をさらに含む。また、前記個体について
の付加情報は、映像における前記個体の位置及びサイズのうち一つ以上を表す情報を含み
、前記個体についての付加情報を変換する段階は、前記個体についての付加情報を、前記
サイズの変換された映像に含まれた個体の位置及びサイズのうち一つ以上を表す情報に変
換する段階を含む。
【００１１】
　本発明の他の側面によれば、映像保存装置と情報を送受信する送受信モジュールと、前
記保存生成装置から受信された映像内における個体のサイズを利用して前記映像のサイズ
を変換する映像変換モジュールと、前記サイズの変換された映像を保存する映像保存モジ
ュールと、を備えるサーバを提供できる。
【００１２】
　本発明のさらに他の側面によれば、個体を撮影して生成された映像内における前記個体
のサイズを利用して前記映像のサイズを変換する映像変換部と、前記サイズの変換された
映像を保存する映像保存部を備える映像処理装置と、を提供できる。
【００１３】
　本発明のさらに他の側面によれば、映像生成装置から映像を受信する段階と、前記受信
された映像内における個体のサイズを利用して前記映像のサイズを変換する段階と、前記
サイズの変換された映像を保存する段階と、を含む、サーバで行う映像処理方法を提供で
きる。
【００１４】
　本発明のさらに他の側面によれば、個体を撮影して生成された映像内における前記個体
のサイズを利用して前記映像のサイズを変換する段階と、前記サイズの変換された映像を
保存する段階と、を含む、映像処理方法を実行するためのプログラムを保存したコンピュ
ータで読み取り可能な記録媒体を提供できる。
【００１５】
　本発明によれば、映像内の個体についての情報を利用して、映像のサイズを調節して保
存することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態による映像処理装置の内部ブロック図である。
【図２】本発明の実施形態による映像のサイズ変換を説明するための図である。
【図３】本発明の一実施形態による映像処理方法を行うサーバのモジュール構成図である
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。
【図４】本発明の一実施形態による映像処理方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、添付した図面を参照して本発明の望ましい実施形態を詳細に説明する。
【００１８】
　図１は、本発明の一実施形態による映像処理装置の内部ブロック図である。図１を参照
すれば、映像処理装置１００は、映像分析部１１０、映像変換部１２０、付加情報処理部
１３０、映像保存部１４０、及び出力部１５０を備える。
【００１９】
　また、映像処理装置１００は、映像を生成するか、または外部の映像生成装置（図示せ
ず）から生成された映像を受信する映像生成部１０５をさらに備える。
【００２０】
　そして、映像処理装置１００は、映像を生成するか、または生成された映像を映像生成
装置から入力されて画面などに出力できる装置であり、カムコーダ、カメラまたはカメラ
付きＰＤＡ、ＰＭＰ、携帯電話、ナビゲーション、ノート型パソコン、デジタルアルバム
などがある。
【００２１】
　映像分析部１１０は映像を入力され、入力された映像を分析する。図１には図示されて
いないが、映像処理装置１００には、個体を撮影して映像を生成する映像生成部（図示せ
ず）がさらに備えられてもよい。この場合、映像分析部１１０は、映像生成部が生成した
映像を分析することもできる。映像は、外部の映像生成装置から生成された後、有線また
は無線通信網を通じて入力されてもよい。
【００２２】
　映像分析部１１０は、映像を分析して人の顔や物体などを一つの個体と認識して、これ
を検出する機能を行う。
【００２３】
　本発明で個体は、ユーザがカメラを利用して撮影できる対象、すなわち、被写体をいい
、個体としては、映像に含まれた事物や生物、自然などがある。個体が人間である場合、
人の顔も一つの個体と認識できる。一つの映像には２つ以上の個体が含まれる。
【００２４】
　映像処理装置１００には、映像から個体を検出する過程で、個体の検出を行える最小サ
イズが定義されている。例えば、映像処理装置１００は、一つのイメージから顔を検出す
る場合、顔のサイズが最小４０×５０ピクセル以上になる場合にその顔を認識し、それを
検出するように具現できる。この場合、映像処理装置１００は、４０×５０ピクセルより
小さな顔は顔として検出できない。以下、映像分析部１１０が映像で個体を認識して個体
を検出できる個体の最小サイズを、個体の最小検出サイズと称する。個体の最小検出サイ
ズは、個体の種類によって変わる。例えば、個体が人間の顔である場合の顔に対する個体
の最小検出サイズと、個体が自動車である場合の自動車に対する個体の最小検出サイズと
は、同一でない可能性がある。
【００２５】
　映像分析部１１０は、入力された映像を分析して、映像内の個体のサイズが個体の最小
検出サイズになる時の映像のサイズを求める。以下、映像内の個体が個体の最小検出サイ
ズになる時の映像のサイズを、第１サイズ値と称する。
【００２６】
　映像内に類型の異なる個体が含まれている場合、映像分析部１１０は、所定類型の個体
のサイズが最小検出サイズになる時の映像のサイズを各類型別に求める。例えば、映像に
人間の顔と自動車とが含まれている場合、人間の顔と自動車とに対する個体の最小検出サ
イズが同一でなければ、映像分析部１１０は、顔のサイズが顔に対して既に設定された個
体の最小検出サイズになる場合の映像のサイズを求め、自動車のサイズが自動車に対して
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既に設定された個体の最小検出サイズになる場合の映像のサイズをそれぞれ求める。映像
分析部１１０は、求められた映像のうち最も大きい映像のサイズを、第１サイズ値と定め
る。
【００２７】
　映像分析部１１０は、個体についての付加情報を生成し、これを付加情報処理部１３０
に送る。付加情報は、映像内の個体のサイズや位置などの情報を含む。
【００２８】
　また映像分析部１１０は、分析された映像及び第１サイズ値を映像変換部１２０に送る
。
【００２９】
　映像変換部１２０は、映像分析部１１０から受けた映像のサイズを変換する。映像変換
部１２０は、映像内における個体のサイズを利用して、外部映像生成装置から入力された
、または直接生成した映像のサイズを、原映像のサイズより縮める。
【００３０】
　映像のサイズを調節せずに原本映像がそのまま映像保存部１４０に保存される場合、今
後映像処理装置１００が映像を再生する時、映像をデコードしてメモリ（図示せず）に積
載した後、映像処理装置１００の最大出力解像度に合わせて映像のサイズを調整した後で
出力する。この場合、映像処理装置１００が該当映像を再生するために要求される映像の
サイズは、映像処理装置１００の最大出力解像度以内であるにもかかわらず、不要に大き
い映像が映像処理装置１００内に保存されるため、スペースの無駄遣い、映像のデコード
時間の無駄遣い及びデコードされた映像を積載するためのメモリ空間の無駄遣いなどが発
生する。または映像のサイズが調節されずに原本映像がそのまま映像保存部１４０に保存
されている場合、映像処理装置１００は、映像を出力する時に原本映像を映像処理装置１
００の最大出力解像度ほどクロップ（ｃｒｏｐ）して、映像の一部分のみ出力させてもよ
い。この場合、原本映像の一部が切り出されて映像が不適当に見える問題が生じる。
【００３１】
　したがって、本発明では、映像に含まれた個体のサイズを利用して映像が原映像より小
さくなるように変換され、変換されたサイズの映像を保存させる。
【００３２】
　出力部１５０は、映像をモニタや画面などに出力する。映像処理装置１００には、出力
部１５０が基準解像度値によって映像を出力する時の映像の最大サイズ値が設定されてい
る。以下、出力部１５０が映像処理装置１００の基準解像度値によって映像を出力する時
の映像の最大サイズを、第２サイズ値という。
【００３３】
　映像変換部１２０は、映像分析部１１０から受けた第１サイズ値を第２サイズ値と比較
し、映像のサイズが２つの値のうち大きい値のサイズになるように映像のサイズを調節す
る。すなわち、映像変換部１２０は映像のサイズを縮める時、少なくとも映像に含まれた
個体の最小検出サイズよりは個体が大きくなるように映像のサイズを調節する。映像が第
１サイズ値より小さくなる場合、映像内の個体のサイズも個体の最小検出サイズより小さ
くなるので、映像出力時に個体を検出できなくなるためである。
【００３４】
　映像保存部１４０は、映像変換部１２０が変換した映像を保存する。
【００３５】
　映像変換部１２０が映像のサイズを調節すれば、付加情報処理部１３０は、映像分析部
１１０から受けた付加情報を、調節された映像のサイズによって調節する。すなわち、映
像のサイズが変わる場合、付加情報処理部１３０は、原映像における個体のサイズや位置
についての情報を、サイズの調節された映像内における個体の位置及びサイズについての
情報に変換し、これを保存する。
【００３６】
　映像出力部１５０は、映像保存部１４０からサイズの調節された映像を抽出し、それを
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再生する。映像出力部１５０は、サイズの変換された映像からも原映像と同様に個体を検
出できる。
【００３７】
　図１には図示されていないが、映像処理装置１００は、ユーザとのインターフェースを
担当するユーザーインターフェースをさらに備える。ユーザは、ユーザーインターフェー
スを利用して映像処理装置１００に映像のサイズを変換せよとの命令をする。
【００３８】
　ユーザが映像のサイズを所定サイズに変換せよとの命令をする場合、映像処理装置１０
０は、ユーザが指示した所定サイズが第１サイズ値より小さいかどうかを判断し、所定サ
イズが第１サイズ値より小さな場合に映像のサイズが小さくなって、今後映像分析時に映
像についての情報が損失する恐れがあるということを表示するメッセージを、出力部１５
０を通じて出力できる。
【００３９】
　場合によって、映像処理装置１００は、ユーザが指示した所定サイズが第１サイズ値と
第２サイズ値のうち大きい値のサイズより小さいかどうかを判断し、所定サイズが第１サ
イズ値と第２サイズ値のうち大きい値のサイズより小さな場合、映像が小さくなる場合に
今後映像分析時に問題が生じる恐れがあるということを表示するメッセージを、出力部１
５０を通じて出力することもできる。
【００４０】
　このように本発明の一実施形態によれば、映像内における個体のサイズを利用して最小
限個体を検出できるサイズまで映像のサイズを縮めることで、原映像と同じ映像分析結果
物を得ながらも、原本映像をデコードまたは保存することで発生するスペース浪費などを
回避できる。
【００４１】
　図２は、本発明の実施形態によって映像のサイズが変換されることを説明するための図
である。図２を参照すれば、図２（Ａ）は、原本映像を示す。原本映像には２人の人が図
示されていることが分かる。図２（Ｂ）は、映像内における個体の最小検出サイズを示し
たものであり、個体が人間の顔である場合に顔に対する最小検出サイズを示す。
【００４２】
　映像分析部１１０は、映像から２人の顔を検出して顔のサイズを求める。図２（Ｃ）は
、映像分析部１１０により原本映像から顔が検出されることを示す図である。図２（Ｃ）
で、映像分析部１１０により検出された顔は、顔に対する最小検出サイズよりさらに大き
いということが分かる。
【００４３】
　映像分析部１１０は、映像で顔のサイズが最小検出サイズになる時の映像のサイズであ
る第１サイズ値を求める。映像で顔のサイズが最小検出サイズになる時の映像が図２（Ｅ
）に図示されている。
【００４４】
　映像変換部１２０は、基準解像度値によって映像が出力される時のその映像の最大サイ
ズ、すなわち、第２サイズ値と第１サイズ値とを比較する。図２（Ｄ）は、基準解像度値
を示し、図２（Ｆ）は、基準解像度値に合わせてサイズが第２サイズ値に変換された映像
を示す。映像変換部１２０は、図２（Ｅ）の映像のサイズと図２（Ｆ）の映像のサイズと
を比較して、２つの映像のうちサイズがさらに大きい映像である図２（Ｅ）の映像のサイ
ズ、すなわち、第１サイズ値の通りに原映像のサイズを縮める。
【００４５】
　映像変換部１２０が、映像を第１サイズ値より小さな値にそのサイズを変換する場合、
映像から再び個体を検出する時、サイズの調節された映像における個体サイズが個体の最
小検出サイズより小さくなって個体を検出できなくなるためである。
【００４６】
　すなわち、映像変換部１２０が映像を図２（Ｆ）のサイズに調節する場合、サイズの変
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換された映像内における個体のサイズが最小検出サイズより小さくなって、個体の最小検
出サイズ内に目が３つ検出されるなどの問題が生じ、顔の検出が失敗する。
【００４７】
　このように本発明の実施形態によれば、最小限個体の最小検出サイズを考慮して映像の
サイズを変換することで映像分析による情報損失を回避できる。
【００４８】
　図３は、本発明の一実施形態による映像処理方法を行うサーバのモジュール構成図であ
る。本発明は、映像処理装置１００以外にも映像を保存し、これを出力する機能を行うサ
ーバでも行われる。ユーザは、通信網を通じてサーバに接続してホームページなどに、映
像保存装置に保存されている映像をアップロードできるが、この場合、サーバ３００は本
発明の実施形態によって、ユーザがアップロードしようとする映像をサイズ変換した後、
サーバに保存できる。
【００４９】
　図３を参照すれば、サーバ３００は、送受信処理モジュール３２１、映像変換モジュー
ル３４３及び映像保存モジュール３４５を備える。送受信処理モジュール３４１は、映像
を保存している映像保存装置との通信を処理し、映像変換モジュール３４３は、映像のサ
イズを、映像内に含まれた個体のサイズによって変換する。映像保存モジュール３４５は
、サイズの変換された映像をサーバに保存する。このような応用モジュールを通じてサー
バ３００の全体的な構成を説明すれば、次の通りである。サーバ３００は、多様なＯＳ（
Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）をシステムのＯＳとして使用できる。このようなＯ
Ｓは、ＡＰＩ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）３０１
にハイレベル命令語を提供して、各応用モジュール３４０の動作を制御する。サーバ３０
０は、ＡＰＩ　３０１から提供されるハイレベル命令語によって対応する各応用モジュー
ル３４０を識別し、ハイレベル命令語をデコードして該当するところに提供するハイレベ
ル命令語処理部３１０を備える。
【００５０】
　応用モジュール制御部３２０は、ハイレベル命令語処理部３１０から提供された命令語
によって応用モジュール３４０の動作を制御する。すなわち、ハイレベル命令語処理部３
１０は、ＡＰＩ３１０を通じて提供されたハイレベル命令語によって、これに対応する応
用モジュール３４０の存否を識別し、対応する応用モジュール３４０が存在する場合、該
当する応用モジュール３４０で認識できる命令語にデコードして、該マッピング部に伝送
するか、またはメッセージの伝送を制御する。したがって、応用モジュール制御部３２０
は、送受信処理モジュール３４１と、映像変換モジュール３４３及び映像保存モジュール
３４５に対するマッピング部３２１、３２５、３２９と、インターフェース部３２３、３
２７、３３１とをそれぞれ備える。
【００５１】
　送受信処理モジュールマッピング部３２１は、ハイレベル命令語処理部３１０から映像
保存装置との通信を行うためのハイレベルの命令語を提供されて、送受信処理モジュール
３４１で処理できるディバイスレベルにマッピングし、送受信処理モジュールインターフ
ェース部３２３を通じて送受信処理モジュール３４１に提供する。
【００５２】
　映像変換モジュールマッピング部３２５及び映像変換モジュールインターフェース部３
２７は、映像のサイズを映像に含まれた個体の最小検出サイズ及び出力時基準解像度によ
る映像のサイズを利用して映像のサイズを変換する。映像変換モジュールマッピング部３
２５は、ハイレベル命令語処理部３１０から映像変換モジュール３４３を利用するための
ハイレベル命令語を提供されて、これをディバイスレベルの命令語にマッピングさせ、映
像変換モジュールインターフェース部３２７を通じて映像変換モジュール３４３に提供す
る。
【００５３】
　映像保存モジュール３４５は、変換されたサイズの映像を保存する。映像保存モジュー
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ルマッピング部３２９は、ハイレベル命令語処理部３１０を通じて印加されたハイレベル
命令語を提供されて、映像保存モジュール３４５が認識できるディバイスレベルの命令語
にマッピングする。ディバイスレベルの命令語は、映像保存モジュールインターフェース
部３３１を通じて映像保存モジュール３４５に提供される。
【００５４】
　図４は、本発明の一実施形態による映像処理方法のフローチャートである。図４を参照
すれば、映像処理装置１００は、映像を分析して映像に含まれた個体についての付加情報
を生成する。個体についての付加情報は、原本映像における個体のサイズや位置について
の情報である。映像処理装置１００は、映像における個体のサイズが個体の最小検出サイ
ズになる時の映像のサイズである第１サイズ値を求める（段階４２０）。
【００５５】
　映像に類型の異なる個体が含まれている場合、映像処理装置１００は、各類型別個体の
最小検出サイズを利用して個体が最小検出サイズになる時の各映像のサイズを求め、その
うち最もサイズの大きい映像のサイズを、第１サイズ値として求める。
【００５６】
　映像処理装置１００は、基準解像度値によって出力される映像の最大サイズである第２
サイズ値を求める（段階４３０）。映像処理装置１００は、第１サイズ値と第２サイズ値
のうち大きい値のサイズに映像のサイズを変換する（段階４４０）。
【００５７】
　映像処理装置１００は、変換された映像のサイズによって変換された個体に合わせて個
体についての付加情報を変換する（段階４５０）。
【００５８】
　以上説明したような状態情報を利用してメディア信号を生成する方法及び装置はまた、
コンピュータで読み取り可能な記録媒体にコンピュータで読み取り可能なコードとして具
現できる。コンピュータで読み取り可能な記録媒体は、コンピュータシステムによって読
み取られるデータが保存されるあらゆる種類の記録装置を含む。コンピュータで読み取り
可能な記録媒体の例としては、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピー
（登録商標）ディスク、光データ保存装置などがある。またコンピュータで読み取り可能
な記録媒体は、ネットワークに連結されたコンピュータシステムに分散されて、分散方式
でコンピュータで読み取り可能なコードが保存されて行われる。そして、前記記録再生方
法を具現するための機能的なプログラム、コード及びコードセグメントは、本発明が属す
る技術分野のプログラマーらにより容易に推論できる。
【００５９】
　これまで本発明について、その望ましい実施形態を中心として説明した。当業者は、本
発明が本発明の本質的な特性から逸脱しない範囲で変形された形態で具現できるというこ
とを理解できるであろう。したがって、開示された実施形態は、限定的な観点ではなく説
明的な観点で考慮されねばならない。本発明の範囲は、前述した説明ではなく特許請求の
範囲に示されており、それと同等な範囲内にあるあらゆる差異点は本発明に含まれている
と解釈されねばならない。
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【手続補正書】
【提出日】平成24年1月20日(2012.1.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像処理装置で行う映像処理方法において、
　個体を撮影して生成された映像内における前記個体のサイズを利用して前記映像のサイ
ズを変換する段階と、
　前記サイズの変換された映像を保存する段階と、を含むことを特徴とする映像処理方法
。
【請求項２】
　前記映像のサイズを変換する段階は、前記映像のサイズを原映像のサイズより縮める段
階を含むことを特徴とする請求項１に記載の映像処理方法。
【請求項３】
　前記映像のサイズを変換する段階は、
　前記映像内の前記個体のサイズが個体の最小検出サイズになる時の映像のサイズを第１
サイズ値と求める段階を含むことを特徴とする請求項２に記載の映像処理方法。
【請求項４】
　前記個体の最小検出サイズは個体の類型別に定められており、
　前記映像内に類型の異なる個体が含まれている場合、
　所定類型の個体のサイズが最小検出サイズになる時の映像のサイズを前記個体類型別に
求める段階と、
　前記求められた映像のうち、最も大きい映像のサイズを前記第１サイズ値として求める
段階と、を含むことを特徴とする請求項３に記載の映像処理方法。
【請求項５】
　前記映像のサイズを変換する段階は、
　前記映像処理装置が基準解像度値によって映像を出力する時の映像の最大サイズである
第２サイズ値と前記第１サイズ値のうち、大きい値のサイズに前記映像のサイズを変換す
る段階を含むことを特徴とする請求項３に記載の映像処理方法。
【請求項６】
　映像のサイズを所定サイズに変換せよとの命令を受信する段階と、
　前記所定サイズが前記第１サイズ値より小さな場合、前記所定サイズが前記第１サイズ
値より小さいということを表示する情報を出力する段階と、をさらに含むことを特徴とす
る請求項４に記載の映像処理方法。
【請求項７】
　映像のサイズを所定サイズに変換せよとの命令を受信する段階と、
　前記第１サイズ値及び前記第２サイズ値のうち大きい値より前記所定サイズが小さい場
合、前記所定サイズが前記大きい値より小さいということを表示する情報を出力する段階
と、をさらに含むことを特徴とする請求項５に記載の映像処理方法。
【請求項８】
　前記映像のサイズを変換する前、前記映像内の前記個体についての付加情報を生成する
段階と、
　前記映像のサイズが変換された後、前記変換された映像のサイズによって前記個体につ
いての付加情報を変換する段階と、をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の映像
処理方法。
【請求項９】
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　前記個体についての付加情報は、映像における前記個体の位置及びサイズのうち一つ以
上を表す情報を含み、
　前記個体についての付加情報を変換する段階は、前記個体についての付加情報を、前記
サイズの変換された映像に含まれた個体の位置及びサイズのうち一つ以上を表す情報に変
換する段階を含むことを特徴とする請求項８に記載の映像処理方法。
【請求項１０】
　前記映像処理装置は、個体に対して生成された映像を保存している映像保存装置と、通
信網を通じて通信するサーバであり、前記映像処理装置は、前記映像保存装置から前記映
像を受信する段階をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の映像処理方法。
【請求項１１】
　個体を撮影して生成された映像内における前記個体のサイズを利用して前記映像のサイ
ズを変換する映像変換部と、
　前記サイズの変換された映像を保存する映像保存部と、を備えることを特徴とする映像
処理装置。
【請求項１２】
　前記映像変換部は、前記映像のサイズを原映像のサイズより縮めることを特徴とする請
求項１１に記載の映像処理装置。
【請求項１３】
　前記映像内の前記個体を分析する映像分析部をさらに備え、前記映像分析部は、前記映
像内の前記個体のサイズが個体の最小検出サイズになる時の映像のサイズを第１サイズ値
と求めることを特徴とする請求項１２に記載の映像処理装置。
【請求項１４】
　映像を保存する装置と情報を送受信する送受信モジュールと、
　前記映像内における個体のサイズを利用して、前記装置から受信された前記映像のサイ
ズを変換する映像変換モジュールと、
　前記サイズの変換された映像を保存する映像保存モジュールと、を備えるサーバ。
【請求項１５】
　映像処理装置で行う映像処理方法において、
　個体を撮影して生成された映像内における前記個体のサイズを利用して前記映像のサイ
ズを変換する段階と、
　前記サイズの変換された映像を保存する段階と、を含むことを特徴とする映像処理方法
を実行するためのプログラムを保存したコンピュータで読み取り可能な記録媒体。
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